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開
催
日
　
９
月

１０
日（
水
）

場
所
　
中
村
小
動
物
管
理
セ
ン
タ
ー

　
　
　
（
四
万
十
市
古
津
賀
）

受
付
時
間
な
ど

◆
子
犬
を
譲
り
た
い
方

　
午
前
９
時

３０
分
〜

１０
時

◎
必
ず
事
前
に
、
幡
多
保
健
所
へ
連
絡

し
、
当
日
は
印
鑑
を
持
っ
て
き
て
く

だ
さ
い
。

◆
子
犬
を
飼
い
た
い
方

　
午
前

１０
時
〜

１０
時

１０
分

◎
当
日
は
、
必
ず
印
鑑
と
子
犬
を
入
れ

る
箱
を
持
っ
て
き
て
く
だ
さ
い
。

◆
譲
渡
犬
の
決
定

　
午
前

１０
時

１０
分
〜

１０
時

２０
分

※
希
望
者
が
多
数
の
場
合
は
抽
選
と
な

り
ま
す
。

◆
子
犬
の
飼
養
前
講
習
会

　
午
前

１０
時

２０
分
〜

１１
時

◆
子
犬
の
譲
り
渡
し

　
午
前

１１
時
〜

※
譲
渡
で
き
る
子
犬
が
い
な
い
場
合
は
、

中
止
に
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
　
幡
多
福
祉
保
健
所 

衛
生
環
境
課

蕁
３
４
―
５
１
１
９

　
高
齢
者
や
障
が
い
者
の
人
権
問
題
解

消
に
向
け
、
電
話
相
談
の
強
化
週
間
を

実
施
し
ま
す
。
期
間
中
は
、
土
日
も
相

談
を
受
け
付
け
ま
す
。
ま
た
、
平
日
は

時
間
を
延
長
し
、
午
後
７
時
ま
で
受
け

付
け
ま
す
。

実
施
期
間

９
月
８
日（
月
）〜

１４
日（
日
）

時
間

午
前
８
時

３０
分
〜
午
後
７
時

※
土
日
は
午
前

１０
時
〜
午
後
５
時

開
設
場
所

高
知
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
課
ま
た
は

各
支
所

電
話
番
号

　
　
蕁
０
５
７
０
―
０
０
３
―
１
１
０

（
全
国
共
通
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

相
談
内
容
　
介
護
者
か
ら
の
肉
体
的
・
心

理
的
虐
待
、家
族
な
ど
に
よ
る
経
済
的
虐

待
、就
業
差
別
、障
が
い
を
理
由
と
す
る

差
別
、暮
ら
し
の
悩
み
ご
と
な
ど
高
齢
者
・

障
が
い
者
を
め
ぐ
る
人
権
問
題

※
相
談
は
無
料
、
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

　
　
高
知
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
課

　
　
蕁
０
８
８
―
８
２
２
―
３
５
０
３

　
高
知
地
方
法
務
局
で
は
、
土
地
、
建

物
や
会
社
の
登
記
手
続
、
相
続
や
遺
言

な
ど
に
関
す
る
相
談
を
始
め
、
戸
籍
、

供
託
、
人
権
に
関
す
る
相
談
、
土
地
の

境
界
に
関
す
る
相
談
、
契
約
や
遺
言
な

ど
の
公
正
証
書
に
関
す
る
相
談
に
つ
い

て
、
１
日
無
料
相
談
所
を
開
設
し
ま
す
。

　
予
約
不
要
。
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

日
時
　

１０
月
５
日（
日
）

 
 
 

午
前

１０
時
〜
午
後
３
時

場
所
　
高
知
地
方
法
務
局
四
万
十
支
局

（
四
万
十
市
右
山
五
月
町
３
―

１２
中
村

地
方
合
同
庁
舎
）

 
 

高
知
地
方
法
務
局
四
万
十
支
局

蕁
３
４
―
１
６
０
０

　
１０
月
１
日
〜
７
日
は
「
公
証
週
間
」

で
す
。「
公
証
制
度
」
と
は
、
皆
さ
ん
が

不
動
産
の
売
買
・
金
銭
の
貸
し
借
り
な

ど
の
重
要
な
契
約
を
交
わ
し
た
り
、遺

言
を
さ
れ
た
り
す
る
際
、
法
務
大
臣
の

任
命
す
る
「
公
証
人
」
に
依
頼
し
て
、法

的
に
特
別
の
証
拠
力
が
認
め
ら
れ
て
い

る
文
書（
公
正
証
書
）を
作
成
す
る
こ
と

に
よ
り
、
後
日
の
ト
ラ
ブ
ル
防
止
と
、

取
引
や
財
産
の
安
全
の
確
保
を
図
る
制

度
で
す
。

【
無
料
公
証
相
談
　
四
万
十
会
場
】

日
時
　

１０
月
４
日（
土
）

午
前

１０
時
〜
正
午
・
午
後
１
時
〜
４
時

場
所
　
中
村
公
証
役
場

（
四
万
十
市
中
村
大
橋
通
６
丁
目
３
―

７ 

第
１
と
ら
や
ビ
ル
４
階
）

※
事
前
予
約
制
。
電
話
に
よ
る
相
談
は

で
き
ま
せ
ん
。

　
　
　
中
村
公
証
役
場

蕁
３
４
―
１
７
２
８

　
四
国
財
務
局
に
は
、
借
金
を
抱
え
悩

ん
で
い
る
方
々
の
た
め
の「
相
談
窓
口
」

が
あ
り
ま
す
。
一
人
で
悩
ま
ず
、
ご
相

談
く
だ
さ
い
。
必
要
に
応
じ
て
、
弁
護

士
・
司
法
書
士
な
ど
の
法
律
専
門
家
へ

の
引
継
ぎ
も
行
い
ま
す
。

相
談
方
法

相
談
は
無
料
。
ま
ず
お
電
話
く
だ
さ
い
。

こ
ち
ら
か
ら
折
り
返
し
お
電
話
し
ま
す
。

受
付
時
間

月
〜
金
曜
日
　
午
前
９
時
〜
正
午
、
午

後
１
時
〜
５
時（
祝
日
・

１２
月

２９
日
〜

１
月
３
日
を
除
く
）

　
　
四
国
財
務
局 

多
重
債
務
者
相
談
窓
口

蕁
０
８
７
―
８
３
１
―
２
１
５
５

蕭
０
８
７
―
８
６
２
―
８
７
９
８

まちの掲示板まちの掲示板

お
知
ら
せ

子
犬
の
譲
渡
会

全
国
一
斉
！
法
務
局
休
日
相
談
所

多
重
債
務
で
お
悩
み
の
方
に

ご
存
じ
で
す
か
　
公
証
制
度

相 

談

問

問

問

問

全
国
一
斉
「
高
齢
者
・
障
が
い
者
の

人
権
あ
ん
し
ん
相
談
」
強
化
週
間

ゼ
ロ
ゼ
ロ
み
ん
な
の
ひ
ゃ
く
と
お
ば
ん

申
・
問


